
（単位：百万円）

金 額 金 額

776,131 8,268,609 

776,131 38,233 

20,240 8,230,376 

879,848 388,709 

7,218,206 385,030 

679,436 208,104 

35,244 1,038 

1,321,296 8,452 

4,624,035 17,026 

558,192 152 

1,013 104,331 

681 12,131 

73 29,945 

257 82 

16,302 3,765 

16,302 47,894 

0 399 

164,996 9,090,643 

178,861 

13,869 117,500 

1,378 67,500 

48,110 67,500 

25,378 72,248 

76,478 8,000 

11,805 64,248 

1,437 繰 越 利 益 剰 余 金 64,248 

402 257,248 

56,400 △ 35,891 

△ 1 △ 35,891 

221,357 

9,312,000 9,312,000 

2023年度　決算公告

再 保 険 貸

資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計貸 倒 引 当 金

純 資 産 の 部 合 計

金融商品等差入担保金

株 主 資 本 合 計

利 益 剰 余 金

そ の 他 資 産

前 払 費 用

未 収 金

金 融 派 生 商 品

買 入 金 銭 債 権

繰 延 税 金 資 産

仮 払 金

その他有価証券評価差額金

そ の 他 の 資 産

そ の 他 利 益 剰 余 金

金 融 派 生 商 品 利 益 準 備 金

資 本 金

未 収 収 益

資 本 剰 余 金

預 託 金

資 本 準 備 金

（ 純 資 産 の 部 ）

無 形 固 定 資 産

未 払 法 人 税 等

その他の有形固定資産

金融商品等受入担保金

そ の 他 の 証 券

負 債 の 部 合 計

仮 受 金

価 格 変 動 準 備 金

リ ー ス 債 務

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産 繰 延 税 金 負 債

有 形 固 定 資 産

預 り 金

建 物

預 り 保 証 金

リ ー ス 資 産

2023年度（2024年３月31日現在）貸借対照表

科 目 科 目

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

国 債

地 方 債

外 国 証 券

預 貯 金 支 払 備 金

金 銭 の 信 託

責 任 準 備 金

有 価 証 券

再 保 険 借

そ の 他 負 債

債券貸借取引受入担保金

社 債 未 払 金

未 払 費 用



（貸借対照表の注記）

１ 　有価証券（買入金銭債権のうち有価証券に準じるもの及び金銭の信託において信託財産として運用して
いる有価証券を含む）の評価は、次のとおりであります。

　　①売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）によっております。

　　②責任準備金対応債券（「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監
　　　査上の取扱い」（日本公認会計士協会　業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準備金対
　　　応債券をいう。）については移動平均法による償却原価法（定額法）によっております。
　　③その他有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）
　　　によっております。

　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

２ 　責任準備金対応債券に係るリスク管理方針の概要は、次のとおりであります。
　保険商品の特性に応じて小区分を設定し、リスク管理を適切に行うために、各小区分を踏まえた全体的
な資産運用方針と資金配分計画を策定しております。また、責任準備金対応債券と責任準備金のデュレー
ションが一定幅の中で一致していることを、定期的に検証しております。なお、小区分は次のとおり設定
しております。
　  ①個人保険・個人年金保険（円貨建）
　  ②個人保険・個人年金保険（米ドル建）
  ただし、一部保険種類・保険契約を除く。

３ 　デリバティブ取引（金銭の信託内において実施しているデリバティブ取引を含む）の評価は時価法に
よっております。

４ 　有形固定資産の減価償却の方法は、次のとおりであります。
    ①有形固定資産（リース資産を除く。）
　    定率法によっております。ただし、建物（2016年３月31日以前に取得した建物付属設備を除く。）
　　　については定額法によっております。なお、有形固定資産のうち取得価額が 10万円以上 20万円
　　　未満のものについては、３年間で均等償却を行っております。
    ②リース資産
　    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　    リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとした定額法によっております。

５ 　無形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアの減価償却
の方法は、利用可能期間に基づく定額法によっております。

６ 　外貨建資産及び負債は、決算日の為替相場により円換算しております。なお、外貨建その他有価証券の
うち債券等に係る換算差額については、外国通貨による時価の変動に係る換算差額を評価差額として処理
し、それ以外の差額を為替差損益等として処理しております。

７ 　貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、貸倒実績等から算出した貸倒実績率等
を債権額に乗じた金額を計上しております。また、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連
部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果
に基づいて上記の引当を行っております。

８ 　価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した金額を計上しております。

９ 　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費
税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、前払費用に計上し５年間で均等償却し、繰延消費税
等以外のものについては、発生事業年度に費用処理しております。

１０ 　責任準備金は、当事業年度末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約
に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険業法第116条第１項に基づき算出方法書（保険業法第４条
第２項第４号）に記載された方法に従って計算し、積み立てております。
　責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
　①標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示第48号）
　②標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
　なお、責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則第69条第１項第３号に基づき、保険
契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てておりま
す。



１１ 　保険業法第118条第１項に規定する特別勘定以外の勘定である一般勘定の資産運用は、生命保険契約の
持つ負債特性を考慮し、長期にわたる年金や保険金・給付金を安定的に支払うことを主眼として、ＡＬＭ
(Asset Liability Management：資産・負債総合管理）に基づく確定利付資産（公社債等）を中心とした
運用を行っております。また、債券に係る為替リスクのヘッジ等を目的として、デリバティブ取引（為替
予約取引、通貨先物取引、株価指数先物取引、債券先物取引等）を利用しております。なお、主な金融商
品として、有価証券及びデリバティブ取引は市場リスク及び信用リスクに晒されております。

　市場リスクの管理にあたっては、資産運用に関する方針及び市場リスク管理に関する社規等に従い、負
債に対応した中長期的な運用を行うものとし、ポジション状況及び運用方針との整合性を確認し、ＶａＲ
（バリュー・アット・リスク）により予想損失額を測定するなどの管理を行っております。

　信用リスクの管理にあたっては、資産運用に関する方針及び信用リスク管理に関する社規等に従い、信
用リスクが特定の企業・グループに集中することを防止するための与信枠を設定し、個別取引ごとに事前
の審査及び事後のフォローを実施するとともに、ＶａＲにより予想損失額を測定するなど信用リスクの把
握・分析を行っております。

　全社的なリスクの状況については、リスク管理所管を通じ、定期的に取締役会等に報告しております。

　金融商品に係る貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

　（※１）現金及び預貯金については、現金であること、及び預貯金は短期間で決済されるため時価
　　　　　が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

　（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
　　　　　債務となる項目については「△」を付して表示しております。

１２ 　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項は、次のとおりであります。

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ
ベルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
　　　　　　　　  当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
　　　　　　　　　定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（単位：百万円）

貸借対照表

計上額

(１)　買入金銭債権 20,240 20,240 -

(２)　金銭の信託 879,848 879,848 -

　①　運用目的の金銭の信託 829,755 829,755 -

　②　その他目的の金銭の信託 50,092 50,092 -

(３)　有価証券 7,218,206 6,928,198 △ 290,007

　①　売買目的有価証券 418,511 418,511 -

　②　責任準備金対応債券 4,840,476 4,550,468 △ 290,007

　③　その他有価証券 1,959,219 1,959,219 -

資　産　計 8,118,295 7,828,287 △ 290,007

デリバティブ取引（※２）

　①　ヘッジ会計が適用されていないもの 64,346 64,346 -

デリバティブ取引計 64,346 64,346 -

時価 差額



（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品

（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　（注）１  時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　  資　産

　　　買入金銭債権
　　　　買入金銭債権は、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しております。入手した価格に
　　　使用されたインプットには、重要な観察できないインプットを用いているためレベル３の時価に
　　　分類しております。

　　　金銭の信託
　　　　金銭の信託は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分
　　　類しており、国債がこれに含まれております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が
　　　活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。
　　　　相場価格をもって時価としている金銭の信託以外は、外部業者、取引金融機関から入手した価
　　　格を用いて評価しており、レベル２の時価に分類しております。

（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３

買入金銭債権 - - 20,240 20,240

金銭の信託

　運用目的 579,053 250,702 - 829,755

　その他目的 - 50,092 - 50,092

有価証券

　売買目的有価証券 - 418,511 - 418,511

　その他有価証券

　　国債 31,621 - - 31,621

　　地方債 - 15,401 - 15,401

　　社債 - 427,013 - 427,013

　　外国公社債 13,963 1,317,068 4,781 1,335,812

　　その他の証券 - 149,370 - 149,370

デリバティブ取引

　通貨関連 - 75,909 - 75,909

　金利関連 - 219 - 219

　その他 - 348 - 348

資　産　計 624,637 2,704,638 25,021 3,354,297

デリバティブ取引

　通貨関連 - 10,359 - 10,359

　金利関連 - 1,772 - 1,772

負　債　計 - 12,131 - 12,131

合計区分
時価

（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３

有価証券

　責任準備金対応債券

　　国債 645,400 - - 645,400

　　地方債 - 19,088 - 19,088

　　社債 - 865,896 - 865,896

　　外国公社債 348,527 2,669,289 2,265 3,020,082

資　産　計 993,928 3,554,274 2,265 4,550,468

合計区分
時価



　　  有価証券
　　　  有価証券は、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価に分類
　　　しており、国債がこれに含まれております。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活
　　　発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。
　　　  相場価格をもって時価としている債券以外の債券は、主に外部業者、取引金融機関から入手し
　　　た価格を用いて評価しております。これらの価格は将来キャッシュ・フローをリスクフリーレー
　　　トにクレジットスプレッドを加味した割引率で割り引くことで現在価値を算定しており、算定に
　　　あたって観察可能なインプットを用いている場合はレベル２の時価、重要な観察できないインプ
　　　ットを用いている場合はレベル３の時価に分類しております。
　　　　また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約等に関して市場参加者から
　　　リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価としており、主な信
　　　託財産の構成物のレベルに基づき、レベル２の時価又はレベル３の時価に分類しております。

　　デリバティブ取引

　　　デリバティブ取引は、取引所取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用でき
　　るものはレベル1の時価に分類しており、株式関連取引がこれに含まれます。
　　　店頭取引については、外部業者、取引金融機関から入手した割引現在価値並びに取引の種類や満
　　期までの期間に応じて割引現在価値法等により算出した価格を用いております。
　　　店頭取引の価格を算定する評価技法に使用されるインプットは主に金利や為替レート等であり、
　　重要な観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でないため、レベル２の時価に
　　分類しております。

　（注）２  時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報

　（１）期首残高から当事業年度末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益

　（※）損益計算書の「資産運用収益」及び「資産運用費用」に含まれております。

　（２） 時価評価のプロセスの説明

　　　当社は計算書類作成部門にて時価の算定及び時価のレベルの分類に関する方針及び手続を定め、
　　当該方針及び手続に沿って運用事務部門にて時価評価モデルを選定したうえで時価を算定し、時価
　　をレベル別に分類しております。
　　　また、第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、使用されている評価
　　技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により、妥当性を検証
　　しております。

１３ 　有形固定資産の減価償却累計額は、942百万円であります。

１４ 　消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、437,449百万円であります。

１５ 　保険業法第118条に規定する特別勘定の資産の金額は 432,462百万円であります。なお、負債の金額も
同額であります。

１６ 　関係会社に対する金銭債権の総額は 86百万円、金銭債務の総額は 19百万円であります。

１７ 　繰延税金資産の総額は、61,751百万円、繰延税金負債の総額は、408百万円であります。繰延税金資産
のうち評価性引当額として控除した額は、5,342百万円であります。
　繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金 33,224百万円、価格変動準備金 13,410百万
円であります。
　繰延税金資産から評価性引当額として控除された額の主な変動の理由は、当期純利益の計上による繰越
欠損金の減少、及び、保険契約準備金、価格変動準備金の変動によるものであります。

（単位：百万円）

損益に計上（※）
その他有価証券評価

差額金に計上

買入金銭債権 21,550 - △ 25 △ 1,284 20,240

有価証券      

　その他有価証券      

    外国公社債 4,815 699 7 △ 741 4,781

当事業年度の損益又は
その他有価証券評価差額金

期首残高
購入、売却、発行及
び決済による変動額

（純額）

当事業年度末
残高



１８ 　当事業年度における法定実効税率は 28.00％であり、法人税等の負担率は △2.68％であります。その
差異の主な内訳は、評価性引当額 △30.85％であります。

１９ 　当社は、第一生命ホールディングス株式会社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており、
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年
８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに
開示を行っております。

２０ 　担保に供されている資産の金額は、有価証券 232,227百万円であります。また、担保付き債務の金額は
208,104百万円であります。

２１ 　売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有している資産は、再保険取引及びデリバティブ取
引の担保として受け入れている有価証券であり、当事業年度末に当該処分を行わずに所有しているものの
時価は 139,202百万円であり、再担保に差し入れているものはありません。

２２ 　保険業法施行規則第73条第３項において準用する同規則第71条第１項に規定する再保険に付した部分に
相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は 280百万円であり、同規則第71条第１項に
規定する再保険に付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は
3,753,796百万円であります。

２３ 　１株当たりの純資産額は 119,652,470円77銭であります。

２４ 　平成８年大蔵省告示第50号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の当事業年度末
残高は 9,115百万円であります。



（単位：百万円）

金 額

4,393,843 
3,501,062 
2,820,184 

680,878 
892,698 

205,002 

預 貯 金 利 息 3,569 

有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 200,587 

そ の 他 利 息 配 当 金 845 

18,349 

5,687 

10 

43,763 

565,111 

58 

2 

54,713 

82 

82 

4,372,784 

3,560,285 

217,408 

396,824 

180,298 

909,083 

9,417 

1,847,253 

618,277 

8,703 

609,573 
66,203 

5 

64,476 

59 

1,662 

105,070 

22,947 

17,433 

5,483 

30 

21,059 

5,801 

1 

5,800 

15,257 

6,066 

△ 6,475 

△ 408 

15,665 

2023年４月１日から
2023年度　　　　　　　　　　　　　　損益計算書

2024年３月31日まで

科 目

経　　　常　　　費　　　用

為 替 差 益

経　　　常　　　収　　　益
保 険 料 等 収 入

保 険 料

有 価 証 券 償 還 益

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 等 収 入

金 銭 の 信 託 運 用 益

有 価 証 券 売 却 益

再 保 険 収 入

特 別 勘 定 資 産 運 用 益

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

支 払 利 息

そ の 他 返 戻 金

再 保 険 料

資 産 運 用 費 用

有 価 証 券 売 却 損

責 任 準 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 等 繰 入 額

そ の 他 経 常 収 益

金 融 派 生 商 品 収 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額

保 険 金

そ の 他 運 用 収 益

保 険 金 等 支 払 金

そ の 他 の 経 常 収 益

当 期 純 利 益

法 人 税 等 合 計

特　　　別　　　損　　　失

経　　　常　　　利　　　益

そ の 他 の 経 常 費 用

そ の 他 運 用 費 用

そ の 他 経 常 費 用

有 価 証 券 償 還 損

減 価 償 却 費

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額

税 金

事 業 費

法 人 税 等 調 整 額

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

支 払 備 金 繰 入 額

固 定 資 産 等 処 分 損



（損益計算書の注記）

１ 　保険料等収入及び保険金等支払金の計上基準は、次のとおりであります。

　　①保険料等収入（再保険収入を除く）
　　　保険料等収入（再保険収入を除く）は、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものに
　　　ついて、当該収納した金額により計上しております。
　　　なお、収納した保険料等収入（再保険収入を除く）のうち、当事業年度末時点において未経過
　　　となっている期間に対応する部分については、保険業法施行規則第69条第１項第２号に基づき、
　　　責任準備金に繰り入れております。

　　②再保険収入
　　　再保険収入は、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る保険金等として支払った金額のうち
　　　再保険に付した額等を、当該保険金等の支払時に計上しております。
　　　なお、一部の現金授受を行わない取引では、再保険協約書に基づき元受保険契約に係る新契約
      費相当額の一部として受け取る額を再保険収入に計上するとともに、同額を未償却出再手数料
      として再保険貸に計上し、一定期間にわたって償却しております。

　　③保険金等支払金（再保険料を除く）
　　　保険金等支払金（再保険料を除く）は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づ
　　　いて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
　　　なお、保険業法第117条に基づき、期末時点において支払義務が発生しているが支払いが行わ
　　　れていない、又は支払事由の報告を受けていないが支払事由が既に発生したと認められる保険
　　　金等について、支払備金に繰り入れております。

　　④再保険料
　　　再保険料は、再保険協約書に基づき合意された再保険料を元受保険契約に係る保険料の収納時
　　　又は当該協約書の締結時に計上しております。
　　　なお、再保険に付した部分に相当する一部の責任準備金及び支払備金につきましては、保険業
　　　法施行規則第71条第１項および同規則第73条第３項に基づき不積立てとしております。

２ 　関係会社との取引による収益の総額は 8百万円、費用の総額は 685百万円であります。

３ 　有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券 1,375百万円、外国証券 4,311百万円であります。

４ 　有価証券売却損の主な内訳は、国債等債券 3,854百万円、外国証券 60,622百万円であります。

５ 　支払備金繰入額の計算上、足し上げられた出再支払備金戻入額の金額は 132百万円、責任準備金繰入額の
計算上、差し引かれた出再責任準備金繰入額の金額は 1,512,610百万円であります。

６ 　金銭の信託運用益には、評価益が 18,349百万円含まれております。

７ 　金融派生商品収益には、評価益が 30,283百万円含まれております。

８ 　１株当たり当期純利益の金額は 8,467,907円12銭であります。

９ 　再保険料には、平成８年大蔵省告示第50号第１条第５項に規定する再保険契約に係る未償却出再手数料の
減少額 6,475百万円を含んでおります。

１０ 　関連当事者との取引に関する内容は以下のとおりであります。

（取引条件及び取引条件の決定方針等）
 上記取引については、市場金利又は市場価格を基に取引条件を決定しております。

属性 会社等の 名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

（百万円）
科 目

期末残高
（百万円）

再保険収入 237,216 再保険貸 94,451

再保険料 1,044,325 再保険借 -

親会社の子会社 Dai-ichi Life Reinsurance Bermuda Ltd. -
再保険
取引先


